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会 議 名 予算特別委員会（第２日）  

開催日時  平成２２年３月１２日  

午前  ９時５８分～午前１１時４５分  

会   場  第５会議室  

 

１．出席者  

１番  幸前信雄、３番  杉浦敏和、４番  北川広人、  

５番  鈴木勝彦、９番  神谷ルミ、１０番  寺田正人、  

１３番  内藤とし子、１４番  井端清則、１８番  小野田由紀子  

 

２．  欠席者   

な  し  

 

３．  傍聴者   

杉浦辰夫、内藤皓嗣、水野金光、岡本邦彦、神谷  宏  

 

４．  説明のため出席した者          

市長、副市長  

経営戦略 GL、危機管理 GL 

地域協働部長、財務評価 GL 

市民総合窓口センター長、市民窓口 GL、税務 GL、収納 GL 

福祉部長、地域福祉 GL、介護保険 GL、保健福祉 GL 

文化スポーツ G 主幹  

都市政策部長、都市整備 GL、都市整備 G 主幹、上下水道 GL

地域産業 GL 

行政管理部長、人事 GL、行政契約 GL 

会計管理者  

監査委員事務局長  
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５．  職務のため出席した者  

  事務局長、書記１名  

 

６．  付託案件  

  議案第１９号 平成２２年度高浜市一般会計予算 

  議案第２０号 平成２２年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

  議案第２１号 平成２２年度高浜市土地取得費特別会計予算 

  議案第２２号 平成２２年度高浜市老人保健特別会計予算 

  議案第２３号 平成２２年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

  議案第２４号 平成２２年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

  議案第２５号 平成２２年度高浜市介護保険特別会計予算 

  議案第２６号 平成２２年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２７号 平成２２年度高浜市水道事業会計予算 

 

７． 会議経過 

《質疑》 

議案第２０号 平成２２年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

問（１３） 若干、去年よりも増収に、見ますと、なっていますが、大変

雇用状況も厳しい折ですし、全体に公共料金を引き下げる工夫が必要では

ないかと思うんですが、後期高齢者医療保険で７５歳以上の方たちが別枠

の保険に入って保険料も、一番お医者さんにかかる率が高いんではないか

というふうに思いますんで、保険料も低くなると思うんですが、そういう

ふうにはなっていないということでもう少し保険料を引き下げる工夫が必

要ではないかと思うんですが、資料をみますと、高浜市の資料５５の資料

１４といいますかね、繰入金のほうが入ってはいますが、県内では３５市

ある中でビリから２番、３番というような大変厳しい状況にありますがこ

ういうのをもう少しかえられないというか、もう少し繰入れを増やして状

況を改善できないのかと思いますが、そういう点でどうでしょう。 
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答（市民窓口） ただいまの御質問は、一般会計からの繰り入れを増やし

て保険税率を引き下げてはどうかというお話だと思いますけども、これま

でにも御説明申し上げてまいりましたとおり、国民健康保険というのは国

民健康保険に加入しておみえになる皆さんのための保険いうことでござい

まして一般会計からの繰り入れというのは被用者保険の被保険者の皆さん

からいただいた税金こういったものを財源として成り立っておるという中

で、税負担の公平性ということも勘案してですね、一般会計からの繰り入

れにつきましては、これまでどおり法定の範囲内ということで考えており

ますのでよろしくお願いいたします。 

問（１３） これまでどおりのね、法定で決められているとおりって、今

のそういう状況できて今の状況があるわけですから、やっぱりそれは他の

市のように繰り入れを増やしてね、改善しなきゃ、もう本当に短期保険証

も４２２件ですか、ありますし、資格証明書は２件ということで、１件減

っていますけども、こういう状況がずっと続くと思うんですね。国民皆保

険制度っていうふうになっているものが本当に崩壊してしまうんじゃない

かというのがずっと声が上がっていますけども、こういう状態ではやっぱ

りそういう崩壊の危機に、崩壊してしまうという状況がありますから少し

でも改善していかなきゃいけないと思うんですが、それで、国のほうが以

前、大分前になりますが、４５％まで保険の負担金をもっていたわけです

が、今は３８．５％ですか、減っていますが、こういう点で国にちゃんと

その意見を上げているのかどうか。どういうふうにあげているのか、そう

いう点お願いします。 

答（市民窓口） 国の負担を昔に戻してほしいというような声をどのよう

にあげているかという御質問だと思いますが、こういったことにつきまし

てはですね、例えば今年度１１月に中央のほうで国保制度改善強化全国大

会、こういったものも開催されております。また、その中では、決議とし

て国保財政基盤強化策の継続実施と一層の充実強化ということで、決議も

いたしております。そういった中でですね、声を出していきたい。また、

東海北陸ブロックでは、国民健康保険主管課長会議、こういったものが開
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催されております。そういった中でもですね、要望事項として国保の基盤

強化策を強く求めるというようなことも行っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

答（市民総合窓口センター） ちょっと加えさせていただきますと、具体

的な行動としましては、全国市長会のほうで理事評議委員会で要望事項を、

実は決定をさせていただいております。たくさんの項目がございますけど

も、その中の国民健康保険制度において、まさに今委員がおっしゃられる

ように国庫負担割合の引き上げについて、これが決議をされ、昨年の１２

月４日にはすべての国会議員に対して要請をし、そして１２月７日には関

係省庁、すなわちこれは、厚生労働省、総務省、財務省になりますけども、

そちらのほうへ全国市長会としてきちんと要望書を提出をさせていただい

ております。 

問（１３） 高浜でもですね、母子家庭の方が国民健康保険に入っている

わけですが、子どもさんとお母さん、子どもさんが３人でしたか、みえる

んですが、どうしても一人いくらという、２万２，０００円でしたか、３，

０００円でしたか、その一人いくらという数字を１２ヶ月かけるというこ

とで、本当に国保の負担が大変だと、短期でうちは払っているんですとい

うことで、先日も嘆いてみえましたが、そういう面でも保険料がやっぱり

高いというのがお母さんたち、皆さんの意見なんですね。ですから、特に

年金なんかで少ない方は、払うのが本当に大変なんだという方もおられま

すけども、そういう面でも繰入金を増やして、保険料を、特にこの経済状

況厳しいときですから、保険料を引き下げて皆さんの状況に合わせてとい

いますか、改善をしていただきたいと思うんですが、国のほうにはそうや

っていっているということですが、それにしても、なかなかその全体でい

うだけでは効果が少ないと思うんですね。ですから、高浜市としてももっ

と強くいう方法を考えてやられてはどうかということと、お母さんたちの

そういう声をしっかりまだ聞いていないといいますか、そういう声をしっ

かり聞いてやっていただかないと、短期保険証の方もなかなか解決しない

んじゃないかという気がいたしますが、どうでしょう。 
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答（市民窓口） 国への要望というお話、高浜市独自でやってはどうかと

いうお話でございますけど、やはりこういうのは単一の地方公共団体が行

ってもですね、非常に効果が薄いということもありますので、上部組織、

こういったものを活用しながらですね、今後も進めていきたいというふう

に思っております。また、被保険者の皆様方の声を聞いてというお話でご

ざいます。この点につきましてもですね、短期証の更新、これは必ず、納

税相談、納付相談ということで面談を行った上で更新をお願いをいたして

おります。そういった中でですね、そういった声があれば、それは当然現

場としても、声は聞いているというふうに思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

問（５） それではですね、基本的なところを少しお聞きしたいと思いま

す。２２年度予算に対してですね、本当に２１年度の予算と比較しまして

出が多くて、入りが少ないというような、非常に景気低迷の中でですね、

厳しい予算編成をこの２２年度はやられたと思いますけども、この予算編

成作業にあたってのですね、基本的な考えを少しお聞かせ願いたいと思い

ます。 

答（市民窓口） 平成２２年度の予算編成にあたりましては、歳出２款保

険給付費、こちらのほうが、２１年度の給付実績が大幅に増加をいたして

おります。これに伴いまして前年度比９．４％、１億８，０００万円余の

増額と、歳出のほうがそれだけ増額となる中で、逆にですね、税収につき

ましては、昨今の経済情勢を反映いたしまして、特に所得割が大きく減少

になるという見込みの中で８．２％の減ということになり、こういった大

変厳しい条件の中での予算編成ということになりました。国保特会の性格

として、予算編成にあたりましては２２年度の収入をどれだけ見込めるか

ということを十分念頭に置きながら、国・県の通知額、あるいは税収等の

見込み、こういったものの捕捉に努めまして、歳出についても２１年度の

実績等を勘案しながら、歳出総額というものを見込ませていただきまして、

歳入歳出それぞれバランスを考慮する中で自主財源と法定の依存財源の範

囲内での予算編成ということに努めてまいりました。ただ平成２１年度の
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２款の保険給付費、２０年度と比較いたしまして、相当な伸びということ

になっておりますので、２２年度の予算におきましても、同様なことが起

きるということも十分考えられます。そういった場合には基金のほうから

ですね、繰入をさせていただいて、対応をさせていただくと、こういった

ような事態もあるのではないかというふうに予測いたしております。 

問（５） 国保税の収入についてはですね、非常に景気の低迷を受けて所

得割が大きく減ったとの話でした。また国においてはですね、平成２２年

度の国民健康保険制度改革の中で、所得の少ない被保険者に対する応益割

の負担軽減措置について、市町村のですね、選択性を導入するとの動きや、

解雇された人ですかね、そうした人たちに対する所得割の負担軽減措置、

あるいは、賦課限度額の引き上げを行うとの情報がありますけども、今回

の予算の中では、これらの施策についてどのように対応されたのか伺いた

いと思います。 

答（市民窓口） ただ今の御指摘は、平成２２年度の国保制度改革の中身

について、所得の少ない被保険者の方々に対するいわゆる応益割ですね、

均等割と平等割の軽減について、これまで応能・応益割合の一定の水準に

応じてですね、政令のほうで範囲が定められておりましたけども、これが

ただ今御指摘のとおり７割・５割・２割、６割・４割、５割・３割これを

ですね、市町村の選択性とするというお話がございます。またこのほかに

も課税限度額の引き上げ、あるいはお話のありました、非自発的な離職者

に対する所得割の軽減だとかいった方向性が出されておるところでござい

ます。これらの内容につきましてはですね、まだ関係法令が改正をされて

いないということに加えまして、まだ詳細が私どもの手元のほうに届いて

いないということもございまして、当初予算の中では、現時点では反映を

させておりませんけども、情報を踏まえましてですね、先ほど申し上げた

７割・５割・２割の軽減の部分と限度額の引き上げの部分につきましては、

先に開催をいたしました、国民健康保険運営協議会のほうに御諮りをいた

しまして、その中で異議がないという旨の御決定をいただいておりますの

で、関係法令が改正されたあかつきにはそういった対応をしてまいりたい
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というふうに考えております。したがいまして、これらの関係につきまし

ては、４月に開催を予定がされております臨時会のほうに国保税条例の一

部改正という形で具体的には出させていただく予定でございますけども、

それが御可決をいただければですね、２２年度のいずれかの時点におきま

して必要な補正予算等によって数字を調整させていただきたいというふう

に考えておりますのでよろしくお願いいたします。なお、この辺の改正の

中身につきましては、最終日に予定をされております全員協議会のほうで

概要のほうは説明をさせていただく予定でございますので、あわせてよろ

しくお願いいたします。 

問（５） 今の説明ですと高浜市は今現在６割・４割を７割・５割・２割

に軽減するよ、あるいは限度額を引き上げるよということで我々からしま

すとですね、低所得者に対してですね、いたれりつくせりの施策をとられ

ているのかなとそんなような感じがします。しかし、それぞれの新聞や何

かの社説をみますとですね、非常に税と社会保障という問題が非常に今盛

んに取り上げられておりますし、民主党の政策の中にもですね、最低保証

７万円ですか、保証するというような、本当に国民にですね、もっと理解

を求めないといけないような施策が打ち出されていると思います。財源の

確保ということも一つあるのではないかなと思っております。ぜひですね、

こういう低所得者に対する措置をですね、速やかに実施していただくよう

によろしくお願いいたします。 

問（１４） 先ほど話がでましたように今回、今回に限らずですけども、

傾向としてですね、入りが大変少なくて、出のほうが多いよと。そういう

傾向は否めないというふうに思いますけども、その中で当市の国保会計み

ますと、入りが少ない分を被保険者の方にね、その多くを負担してもらっ

てまわしているという中身があると思うんですね。したがってそれが、保

険税という形に跳ね返って表れていると。その一方で内藤議員も指摘した

ように、国とのかかわりというのは非常に大きいですね。そもそも国保と

いうのは収入の少ない人たちが加入する医療制度ですので、保険制度です

ので、その点では、行政、そして国、あわせて手厚い支援というのがね、
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これはもう避けられない会計上の仕組みとしてね。その中で国が、国の事

情がおありでしょうけども、さまざまな形をとってですね、今日に至って

いるその国庫負担の、要するに医療費分についての引き下げが現実行われ

ると。それを契機にして全国の自治体がですね、保険料のアップをすると。

そのアップだけに耐えられずに、行政がやはり国にかわって支援をすると

いうところで運営されているのが実態だと思うんですね。その割合を先ほ

ど内藤議員も言ったように高浜市の場合は、一般会計からの支出がね、極

めて少ないよと。これは負担を増してですね、そして市民生活の安定に寄

与するという方策が一つ非常に大事な視点だということなんですね。あわ

せて国にもそもそもの制度上の問題として、国庫負担をきちっと維持する

ようにその声も大きくするということがね、今ほどこういう形でそのこと

が求められているときはないんじゃないのかなというふうに思いますので、

先ほど答弁ありましたように、一定のね、方向性は打ち出しておりますけ

ども、従来型の取り組みにやっぱり安住しておってはだめだというのがね、

今問われていると思うんですね。それは一般会計からの繰入を増やすとい

うこと。さらに国には一層のですね、要請をするということは今以上に強

力に取り組む必要があるというふうに思いますけども、その点で改めて見

解を聞いておきたいというのが一つです。先ほど担当が答弁をされた、保

険制度のその認識ですね、先ほど運営協議会の話が出ましたけども、運営

協議会委員さんたちを対象とした、冊子がでていますよね。必携という冊

子がありますけども、その中身をみるとですね、国保というのは社会保障

制度の一環だというのがきちんと明記をされて位置づけられているんです

ね、その観点では、これは随分認識のずれがあって何度か取り上げている

内容にもなっておりますけども、今こそその原点にですね、担当事務、あ

るいは行政全体がその立場に立脚して社会保障制度の一環という立場に、

やっぱり原則に立ち返った観点をね、再認識すべきだということを思いま

すけども、その考え方についても聞いておきたいというふうに思います。

それから資料請求をして、いただいた中身で資格証明書の発行が２１年度

の状況の中に２世帯現状あるという実態ですけど、その中身についてね、
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どういうふうな事情があってその資格証明書の発行にいたっているのかと。

もう一つは資格証明書、命にかかわってくる問題にもなりますので、発行

しないという方向をね、原則として貫くそういう姿勢をどう思っているの

かというところも聞いておきたいというふうに思います。それからもう一

つは２７４ページの県国保連合会の負担金３９万３，０００円が計上され

ておって、次のページ２７６ページ、２款１項５目の審査手数料の中の診

療報酬明細審査支払手数料４９７万２，０００円と２８２ページの８款２

項１目の中身で診療報酬明細書（レセプト）点検事業の中のレセプト点検

委託料として４０３万６，０００円と。このかかわりの中でお聞きをして

おきたいと思いますけども、特に２７６ページ、２款１項５目の審査手数

料の中の審査支払手数料４９７万２，０００円、この支出の支出先ですね、

含めてどういう関係にあるのか、お聞きをしておきたいと思います。 

答（市民総合窓口センター） 国保制度、特にその今委員おっしゃられた

国庫負担金の問題については確かに大きな全体のその歳入予算の中の比重

を占めるということは、それは私どもも感じております。その中で国への

取り組みということにつきましては、先ほど内藤委員のときにも御紹介申

し上げましたけども、やっぱり地方６団体が全体的に団結をして、やはり

国のほうへ働きかけるというのが一番力強い支援だろうと私どもは思って

おります。その中で、６団体の一構成員であります、全国市長会は昨年度

からそういった特にその国庫負担金の引き上げによる財政措置の拡充とい

うことについては強く全国市長会として決議をし、国、関係省庁のほうへ

働きをかけているということが現実にございますので当然、私どもの担当

レベルでは、機会あるごとに先ほど担当のほうから申し上げましたが、例

えば東海北陸のブロックの課長会議ですとか、そういった機会には、一自

治体としての声は上げてまいりますけれども、その上部であります６団体

の一翼を担う全国市長会のほうでそういう働きかけはしておりますので、

今後もそれらの方向で私どもも声を上げていきますし、全国市長会として

もその働きかけはしていただけるものだというふうに思っております。引

き続きそのような働きかけはやらせていただきますので、御理解をいただ
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きたいと思います。 

答（市民窓口） 社会保障制度の認識というお話でございますけども、確

かに国民健康保険というのは、社会保障制度の一環ということではござい

ますが、これはあくまで保険ということでございますので、これは前から

もお話申し上げておりますけども、相互扶助と、保険である以上相互扶助

であるという認識に立っておりますのでよろしくお願いいたします。それ

と資格証の２世帯の事情というお話ですけども、お一方につきましては、

面談を進めていく中で、御本人様からも保険税は納める意思はないと、だ

から保険証もいらないというような過去にそういうやり取りの中で資格証

の交付というふうになったということを聞いております。またもうお一方

につきましては、しかるべき収入があるにもかかわらず、平成１６年度以

降、全く保険税を納めていただけないということで資格証の発行になって

おるという状況でございます。また、負担金の問題でございますが、まず、

国保連合会の負担金の３９万３，０００円、これは国保連合会が保険者の

集まりである団体であるということでこれは一定のですね、そういう団体

に参加させていただいている均等割みたいな性格のものでございまして、

これは被保険者一人当たりいくらという中で、全県一律に納めておるとい

う性格のものでございます。次に審査支払手数料の関係でございますが、

これは国保連合会のほうで、第一義的にレセプトのほう、診療報酬明細書

をですね、審査をお願いをいたしておりますので、それに対する手数料と

いたしまして、国保連合会のほうにお支払いをいたしておるものでござい

ます。それから２８３ページですね、レセプト点検委託料につきましては、

これは市のほうがですね、国保連合会のほうから第一段階としての審査の

済んだレセプトの送付があるわけですけども、それを改めて再度資格検査、

縦覧検査こういったものを行うということで委託をいたしておるものでご

ざいます。 

問（１４） 資格証明証の関係ですけども、一人の方については、保険証

そのものがいらないということでそのような対応をしておるということの

ようですが、もう一人の方はこれは支払いがない、その事情というのはお
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二方のそれぞれの事情というのは、例えば保険証いらないというのはどう

してかというのはみえてこないんで、そういうことになると、あなた自身

が何かあったときにね、これは大変なことになるよというようなそういう

話も当然相手方の話によってはこちらからその話の内容について理解を求

めるようなね、保険証が必要だという内容を理解を求めるような話をする、

こういうことが必要になってくるんで、そのいらないだけではちょっとわ

からないんでね、その辺りちょっともう少し突っ込んで聞きたいなという

のと、もう一方のその払わないというのは何か事情がある、その辺りもち

ょっと具体的にお示しをいただきたい。なんでかというと、国会なんかで

もよく問題になってますけどもね、保険証がないというのは、いきなり自

己負担全額ですよね、１０割負担ということになって、それが、やっぱり

負担が重たいということで、いろいろ患っていても診療機関の窓口を訪れ

ないというね、そういうことに連動しておると。それが最終的には命を落

とすというようなね、大変悲惨な事件というのが全国事例として数多くあ

るよということがいわれているだけに、非常に大事な命綱にもなりますの

でね、これはすべての方が保険証を有するというのが原則、基本に立つべ

き性格のものでありますので、一度その数は多い少ないという問題ではな

くてどういうふうになっているのかと、現状をお聞きをしておきたいとい

うふうに思います。それから、先ほど３つのセクションでその関連性を聞

きましたけども、つまるところ当市がやっておる２８２ページの市総合サ

ービス株式会社に委託している内容だと思いますけども、ここの時点とい

うのは再チェックをするという場面なんですね、で、第一義的には国保連

合会、いろいろの医療機関が請求をなさると、県の国保連合会にね。そう

すると国保連合会のこの主たる事業内容というのは、その診療報酬を決め

る際に、その明細書をチェックするわけですね。それがほとんどの仕事、

役割を担っていると思うんですね。で、だから先ほどいった２７６ページ

の手数料、５００万近く負担をして、県の連合会にお任せをしておると。

それを再び再チェックするよと。高浜市が。これまた４００万のお金をつ

ぎ込んでねやっておるというのはね、非常に事務的な効率で考えると、そ



 12 

れから負担を伴っていますので、無駄だと私は思うんですね。国保連合会

がきっちりそういう明細書の審査をする立場に立てばね、二重手間する、

チェックする機能というのは不要だというふうに思うんですね。だから、

私は県の連合会のほうにですね、例えばいままでやっておった高浜市のレ

セプト点検でこれだけ再チェックをかけて、要するに明細書の変更があっ

たということにつながっていると思うんですね、その分を取り上げて連合

会にものを言うべきだと思うんですよ。どういうチェックをしているんだ

と、もっと完全にやりなさいよと、いうことを指摘をして改善させるべき

だと思うんですね。それが連合会のそもそもの果たす役割ですのでそうい

うことはきちっとものを申すべきだというふうに思います。それをやらず

してね、当市独自で再チェックするための委託をするというのは、これは

性格を踏み外してねやっているということは否めないですので、ぜひ改善

を求めたいと思いますけども、どういう対応をされますか、お聞きおして

おきたいと思います。 

答（市民窓口） まず、資格証の関係でございますけども、当然ですね、

資格証の交付の方につきましても、例えば医療が必要になったというよう

な場合には、御相談いただければ短期証に切り替えて以後の納付相談に応

じていくというような形。現実に平成２０年度まで確か３世帯あったと思

うんですけども、それが１世帯減ったというのが同様な事情でございまし

て、本人が医療を必要とするという状況になったということを踏まえまし

て、短期証に切り替えたということを実際行っておりますので、このお二

方につきましても、必要があればそういった対応をさせていただく考えで

はございます。ただ、個々の御事情ですね、なぜ保険証はいらないという

ふうにおっしゃられたのか、それはご本人さんがどういう思いで言われた

のかちょっとわかりませんけども、そういった中で保険税は納めないから

保険証もいらないということでございますので、そういった対応をさせて

いただいておると。もうお一方につきましても、この方収入的にはそれな

りの一定の収入がある中で全く相談にも応じていただけないという、いわ

ゆる納税意識が欠如しておるんではないかというような中で、資格証の発
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行ということになっておると捉えております。また、レセプト点検の関係

でございますけども、連合会が行うレセプト点検というのは、やはり県内

全部のレセプトを点検するという中でいろいろ制約もございます。例えば

先ほど申し上げたような縦覧点検というのは数か月分のレセプトを横に並

べてみてですね、その中でチェックをするというような内容になります。

そうなると当然、これは国保連合会では行えません。国保連合会は請求の

あった月の分のレセプトしかございませんので単月検査しかできないと。

それを補うために数カ月分のレセプトを保管しておるそれぞれの保険者に

おいてレセプト点検を実施して医療費の適正化を図っていくということが

目的でこういったレセプト点検というものを、これは国の方針もございま

してですね、レセプト点検は、特に縦覧については積極的に実施するよう

にというような指導もございます。こうした中身が調整交付金の算定等に

もですね、影響がしてくるという実態もございますので、今後も必要な点

検のほうは行っていきたいというふうに考えております。 

問（１４） 資格証明証ですけども、これはいろいろ事情がね、御本人も

あって、考えたかもあってということは一面わからなくもないですけども、

そうだからといってこの資格証明証に及ぶというのもね、考えものですの

で、これは粘り強くやはりそこの家族、家庭に入り込んでですね、保険証

の必要性、重要性というのをですね、理解していただくような、この訪問

活動というんでしょうかね、相談活動というんでしょうか、そういうのは

絶えることなくですね、改善へ向けた取り組みを一層強めていただきたい

とお願いしておきたいというふうに思います。あわせて、この資格証明証

を現在もっている方の世帯の中に、義務教育の年齢の扶養者というんでし

ょうかね、家族がいるのかどうか、確認をしておきたいというふうに思い

ます。それから先ほどのレセプト点検の関係ですけども、いずれにしても

県の連合会で診療報酬の審査会が立ち上げられていてね、そこで１つ１つ

の事案に対して点数表に基づいてその診療報酬を適正なものに決定をして

いるというのがね、県の連合会の主たる事業でそれが実態だと思うんです

けども、それは先ほど、グループリーダー言ったように事務的なレベルの
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ね、操作というのはそれはわからんでもないですけども、だからといって

自前でね、例えばチェックをしなければならないということにもならない

わけだから、これは改善をする部分というのがあるわけですのでね、その

点では県の連合会に対してもっとしっかりやるべきだと言うのは、事務レ

ベルの担当者会議というのもあるでしょうから、それはきちっとね、もの

を言うことも大事だというふうに思うんです。そうでないと、これは連合

会の果たしている役割というのが、非常に問題になってくると。だったら

負担をしなくてもいいじゃないかと。そうはいかないですね。これは仕組

み上ね。それぞれの連合会結成したときには各地方自治体が参加しないと

いけないという内容にもなっておりますので、そうはならない部分という

のは理解しますけども、非常にね、改善を求める部分というのは私はある

というふうに思いますので、その方向性を一度追求する取り組みを強めて

いただきたいと思います。取り組みを強めるべきだと思います。改めて見

解を聞いておきたいと思います 

答（市民窓口） 連合会に働きかけをということでございます。先ほども

申し上げましたように連合会での審査というのはですね、愛知県内全体の

国保のレセプトが上がってくるという中で、少ない人数で点検を行ってお

られるということでございます。その中であくまでも市町村が行っておる

点検というのは、当然漏れもありますけども、主眼といたしましては先ほ

ど申し上げました、保険者でなければできない縦覧点検のようなそういっ

たものをですね、行うことによって連合会での審査では拾いきれない部分

を拾っていくということでございますので、連合会への働きかけにつきま

しては、またそういった機会があればですね、考えていきたいと思います

けども、例えば連合会での審査を行わないだとかですね、そういったこと

というのは、できないものというふうに考えておりますのでよろしくお願

いいたします。資格証明証の発行世帯は、いずれも単身世帯でございます

ので、子どもさんはおみえになりません。 

 

議案第２１号 平成２２年度高浜市土地取得費特別会計予算 
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歳入歳出一括質疑 

 質 疑 な し 

 

議案第２２号 平成２２年度高浜市老人保健特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

 質 疑 な し 

 

議案第２３号 平成２２年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

問（３） ３２４ページですが、前年度の予算と比較すると２２年度予算

が約５．８％増えていますけども、増えた理由は何か教えていただきたい。

お願いします。 

答（上下水道） 平成２２年度の予算は前年度予算と比較すると約５．８％、

７，２８０万３，０００円の増となっております。歳出の事業を前年度と

比較して増えた事業でございますけども、維持管理事業、それから汚水施

設総務事業、汚水施設建設事業、元金償還事業でございます。汚水施設総

務事業で７，５４８万６，０００円増えておりますが、負担金で矢作川・

境川流域下水道衣浦東部処理区建設事業負担金が１億２，６０７万７，０

００円で前年度より７，７０８万３，０００円増えております。汚水施設

建設事業で４，６６３万９，０００円の増でございますが、これは委託料

が前年度より１，２６０万７，０００円、工事請負費が７８４万１，００

０円、補償、補填及び賠償金の物件移転補償費でございますけども、３，

１１５万７，０００円増と増えております。増えた事業はこのようにいろ

いろとありますけども、なにが一番増えた理由かと言われますと、汚水施

設総務事業の矢作川・境川流域下水道の衣浦東部処理区建設事業負担金が

１億２，６０７万７，０００円で前年度より７，７０８万３，０００円増

えたことになります。 

問（３）  一番増えた内容の部分をもう少し詳細に教えていただきたい

のと、いろいろの事業が増えたということですけども元金償還事業等で、
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借金の残はどれくらいに結果的になりますか。あともう１つ。２２年度の

下水の計画についてございましたら教えていただきたいと思います。 

答（上下水道） 負担金の増えた理由でございますけども、新聞等でこれ

報道されておりますけども、愛知県の流域下水道では現在、下水道のです

ね、汚泥を焼却して埋め立て処分にするだけでなく、肥料やセメント、そ

ういった原料等として少しでも多く、有効利用する取り組みをされており

ます。しかし、長期的により安定した有効利用を行う必要があることから、

下水処理の過程で温室効果ガスが大量に発生することなどから温暖化防止

に取り組んでいかなければならないということとして、下水汚泥を燃料化

して、炭にするわけなんですけども、それをですね、有効利用進めるため

に施設を衣浦東部浄化センターにおいて平成２１年度から建設工事に着手

されるというその負担金が増えたということになります。あと、元金の残

高でございますけども、平成２１年度末で８１億２，０９４万円、それか

ら平成２２年度末では８１億９，５３９万５，０００円を予定しておりま

す。それと工事の計画でございますけども、平成２０年度末でございます

けども、３７１．７ヘクタールの区域の汚水整備が完了して、全体の計画

区域面積、８９０ヘクタールに対して、下水整備率は４１．８％となりま

した。平成２１年度でございますけども、２１．４ヘクタールの区域を整

備しておりますので整備が完了すると区域面積が３９３．１ヘクタールと

なり下水道の整備率は４４．２ヘクタールとなる予定です。で、平成２２

年度の予定でございますけども、中部第一処理分区として神明町二丁目の

ですね、翼ふれあい広場、神明公園の周辺ですね、それと論地処理分区と

して向山町一丁目の市道大清水線と向山の土地区画整理の整備したその間

でございます。それと港第一処理分区として港小学校、県立高浜高等技術

専門学校のその周辺で合計で３処理分区で１７．２５ヘクタールの区域を

汚水菅の整備をする予定でございます。 

問（１３） 公共下水の関係で今、事業債についてなんかはいろいろお聞

きしたんですが、接続率をみますと一番供用開始が古いところで９６．１％、

平成１１年の４月が９９％、これは随分いってますが、そのあと、平成１
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１年の１０月になると８１．５％、そのずっとあとですが、平成１３年の

４月になると７６％、７８％と今から考えますと大分経つわけですが、こ

ういうところがなぜ接続がされていないのかどういうふうに考えてみえる

のかまずお尋ねいたします。 

答（上下水道） 接続率の低いところの理由でございますけども、私のほ

う、一生懸命上げようと思ってですね、総合サービスのほうで職員を派遣

していただきまして、個別訪問ですとか、ＰＲ、そういったものをお願い

しております。そういった中で、平成１３年の４月２日の供用開始区域が

７６％となっております。それから平成１４年の４月１日の供用開始が７

８．５％ですか、平成１８年の４月３日が５９．６％と、こういった低く

なっているんですけども、ちょうど前年のですね、１年前、平成２１年の

１月末の資料と比べますとですね、平成１３年の４月２日が３．６％増え

ておりますし、それから、平成１４年の４月１日の供用開始区域も４．４％

増えております。それから平成１８年の４月３日のところを比べますと１

４．３％増というふうで増えております。努力はしておりますけども、な

かなかやはり、接続にはある程度の費用がかかりますので、接続していた

だけないというものがあります。戸別訪問をしてですねそういった方に意

見も聞いておりますけども、平成１３年の４月２日供用開始区域でですね、

３０件の戸別訪問を行っております。そのうちの約半数の１７件の方と面

談をしておりますけども、接続を考えていますという方もおみえになりま

すし、資金がないといわれる方もおみえになります。それから借家である

ため、大家さんにお願いしていくという方もあります。中にはまだまだ私

のほうがＰＲ不足なのかなという面もあるんですけども、やる気がないと

いう方もおみえになりました。それとどうしていくかということですけど

も、粘り強くですね、引き続き説明してですね、理解していただけるよう

に努力していきたいとは思っております。 

問（１３） 理由といいますか、事情を聞きますと、やっぱりお金がどう

しても絡むお話ですのでなかなか厳しい方が多いと思うんですが、そうい

う面でぜひ接続をしてといっても、先立つものがということもでてくるわ
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けですから、そういう場合に戸別訪問しても、そういう面ではなかなか計

画通り進まないと思うんですが、そういう面では接続の低所得者に対する

助成といいますか、援助をしてはどうかと思うんですが、そういう面では

どういう考えでみえるのかお願いします。 

答（上下水道） 接続の費用の補助のことでございます。いつも言われて

おりますけども、先ほども説明いたしましたけども、やはり相当な費用が

発生してまいります。公共下水道の接続に際して市民の負担を少しでも軽

減するためには、高浜市で下水道事業の受益者負担金の前納報償金制度で

すとか、改造資金の足りない方に対しては、無利子の融資が受けられるよ

うに、金融機関へ利子補給をする水洗便所改造資金融資あっせん及び利子

補給制度を実施しております。また生活保護世帯に対しましては、改造工

事に要した経費のですね、補助をするための水洗便所改造費補助金制度を

設けて下水道への接続の促進並びに接続者への負担軽減を図っております。

また、下水道に接続した際に不要となる浄化槽、雨水貯留施設に改造し、

転用される場合にも雨水貯留浸透施設の設置奨励補助金制度がございます

ので御理解をいただきたいと思います。 

問（１４） １点だけ、聞いておきたいと思いますけども、私たちが公共

下水道を考えたときに、整備を完成するまでに非常に長期を要するという

視点ですね。そのことに伴って、環境負荷が依然として解消されないまま

に推移するよという問題、それから工事費が非常に高くなるよという点で

すね。そういうことを勘案してですね、公共下水道一辺倒で環境整備を図

るのはやっぱり問題があるんじゃないのかということで、その地域をある

部分は公共下水道で整備する、ある部分は浄化槽で整備をする、そういう

選択性をもって効率のよい、そういう環境整備に図るべきだというのが基

本的な私たちの立場なんですね。そういうことで、当局の見解を聞いてお

きたいと思いますけども、以前私、この点で一世帯あたりの経費、公共下

水道にかかる費用とそれから浄化槽にかかる費用というのはどれくらい差

が出るんだということをね、一般質問でも聞いた記憶があるんですね。私

たちが独自に試算をしたところは、浄化槽のほうは２倍から３倍の開きが
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あって、安くあがるよという結果が出たんですね。だからそういう方向で

一度検討したらどうかということを提起したいきさつがあったと思います

けども、今日の時点でですね、その公共下水道にかかる費用と浄化槽にか

かる費用、一世帯あたりに置き換えてどれくらいの金額になっているのか、

端的にお答えいただきたいと思います。 

答（上下水道） まず下水道の計画でございますけども、汚水の処理方法

としては、委員の言われるとおり、大きく分けて集合処理方法の下水道と

個別処理の合併浄化槽との方法があります。高浜市が今まで進めてきてお

ります、下水道事業でございますけども、下水道の基本計画を立てて、認

可をいただいてそれで進んできているわけなんですけども、委員の言われ

るように合併浄化槽でできるところは合併処理浄化槽もいいのではないか

というような情報も確かにありますけれども、平成１５年度にそういった

全圏域汚水処理適正処理構想のマニュアルがございまして、それで見直し

た結果、今、高浜市でも下水道で整備をしたほうが効率的だということで

進めさせていただいております。しかし、近年の市町村合併による行政区

域の再編ですとか、建設費の最新の知見、また地域の実情に応じて検討、

定期的な内容の点検等、都道府県構想の見直しが国から県のほうに通知さ

れ、愛知県でもそのマニュアルの見直しがされます。来年度でございます。

高浜市でも平成２２年度予算で委託料で下水道施設再配置検討業務として、

委託料を計上させていただいております。その結果によりまして、今まで

どおり集合処理の下水道で整備が効率的ということになるかもしれません

し、一部地域を合併処理浄化槽で整備したほうが効率的だというふうに変

わるかもしれませんけれども、水質を考えたときですね、集合処理が個別

処理より安定しているということがありますので、その辺を御理解いただ

きたいと思います。あと一世帯あたりの費用については、今持ち合わせが

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

問（１４） これはもっと誠実にね、当局対応していただきたい。そう思

いますね。この問題は毎回、決算、議会だとかあるいは予算委員会、時を

とらえて一般質問でも１つのテーマとして取り上げて、その改善を求めて
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きている内容だけにですね、いつまでも明確な費用負担の割合が提出され

ないというのは極めて不誠実ですね、対応が。これは管理者にも一度その

中身について、現況数値的にはじいていなければ、いつまでに数値を算出

して議会のほうに提出をするのか、一度明言をしていただきたいと思いま

す。いかがですいか。 

答（都市政策部） 今リーダーが申し上げましたとおり、今ここにないと

いうことでございますので、最終日までには資料としては提出させていた

だきます。 

 

議案第２４号  平成２２年度高浜市公共駐車上事業特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

問（９） ３５７ページの公共事業管理業務の中で指定管理者選定評価委

員会の謝礼が出てますけれども、来年度は選定の年に、改選の年になるん

でしょうか。 

答（都市整備Ｇ主幹） ２１年度から改選しておりますので、来年度は改

選の年ではありません。 

問（９） 選定評価委員謝礼と書いてあるので、ちょっと紛らわしいとい

うか内容がちょっとよくわからないんですけど、教えてください。 

答（都市整備Ｇ主幹） 指定管理者選定評価委員会委員謝礼という報酬な

んですけども、これにつきましては指定管理者のモニタリングに基づきま

して、指定管理者がどういうことをやっておるか、第三者の方に評価して

いただいて、中間評価と年度評価、年２回を予定しております。 

 

議案第２５号 平成２２年度高浜市介護保険特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

問（１） ３６６ページ、保険給付費のところで、第４期介護保険事業計

画２年目にあたる平成２２年度介護保険特別会計における保険給付費、１

９億８，２３１万９，０００円となっていますけども、介護保険の事業計

画に対してどのような状況か、また平成２１年度実績見込みはどういう状
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況になってますか、教えてください。 

答（介護保険） 平成２２年度の状況でございますが、介護給付標準給付

費、第４期、平成２２年度事業計画の値におきましては、介護保険事業計

画のほうに記載してございますが、１９億２，６１５万８，２３２円とな

っております。これに対しまして、介護給付費の標準給付額におきまして

は１９億５，６７７万４，０００円を計上させていただいておりまして、

計画値に対してまして１０１．６％で計画値を若干上回っております。こ

れは後期高齢者等の増加によりまして、介護を必要とする方々がふえたも

のでありまして、平成２０年１１月介護保険サービスの御利用者は９３４

名でございましたが、昨年１１月、平成２１年１１月におきましては９７

９人と４．８％増加しております。また平成２１年度３月補正後の介護給

付、標準給付費は１８億５，１２８万５，０００円で対計画値９９．９％

という率になっております。 

問（１） ありがとうございます。介護については以前から上乗せ、横だ

しということで積極的に来られてるんですけども、これから高齢化社会と

いうことで、介護の対象になる人がどんどんふえることが考えられますの

で、引き続き決算状況とかその辺見ながらサービスの内容等について、維

持していけるようにやっていただきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

問（１３） 介護保険が高浜市が今、県下で一番高い介護保険料になって

ますが、市民の方からは福祉の高浜って言ってたけども、何でか一番高い

んだってねという話もよくお聞きします。それで高浜の保険料、昨年でし

たか、第４期ということで上がったわけですが、こういう経済状況の中で

よその市では途中からでも保険料を下げたところもありますから、そうい

う下げる努力はされたのかどうか、まずそのことと保険料の滞納状況を見

ますと若干一昨年よりも減ってますけども、それでもずっとふえてるとい

うのが資料いただいて見ても、金額から見ても、印象なんですけども、こ

ういう点でどのようにされていこうとしてみえるのかまずお願いします。 

答（介護保険） 保険料を例えば第４期の中で下げるということになって
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まいりますと、基金の取り崩しとかそういったことになってこようかと思

います。今年度基金につきましては、第４期で８，７００万の基金を取り

崩しをさせていただく計画を持っておりまして、平成２２年度におきまし

ては介護保険準備金を４，２００万取り崩すことになっておりまして、基

金の取り崩し等では対応できない金額に来ておろうかと思います。また保

険料におきましては、介護保険の利用量によって決まってまいりますので、

そこで保険料を下げるということになってまいりますと、先ほど申し上げ

ました準備基金の取り崩しということになってまいりまして、今回、８，

７００万の半分の約４，２００万を取り崩す状況でございます。また滞納

者の対応におきましては、収納グループと同行させていただきまして、滞

納者個人とお会いいたしまして、個別面談で納付をお願いしておる状況で

ございます。 

問（１３） 高浜が介護保険料が高いというのは、今、介護保険料、これ

以上引き下げはできないという話が出ましたけども、基金の取り崩しでも

全額取り崩したところもありますし、取り崩して基金がなくなったらどう

するんだと言われますが、基金安定なんとかですね、ありますし、そうい

うのを利用して、今現在の基金は今のお年寄りが払った分ですし、今のお

年寄りのために使っていかなきゃいけない分ですから、そうやって使う工

夫をやっぱりしていくことが本当だと思うんですが、そのことと高浜の介

護保険が高いのは上乗せ、横だしをしてて、福祉施策でやれる分まで上乗

せ、横だしで全部介護保険に入れてるということが大きな要因としてある

と思うんですが、そういう面でやっぱり他市のようにきちんと福祉施策で

やる方向にしないのかどうか、その点をお願いします。 

答（介護保険） 基金の全額取り崩しということでございますが、昨年の

議会でもいろいろ御質問をいただいた件でございます。これにおきまして

は、今、現行、３年間で２カ月分の保険料相当額を基金として保有して、

やっていくというふうで４，４００円を決定していただきました。仮に第

４期で借金というか財政安定化基金から借り入れを行った場合、第５期、

第６期でその借金を返していくことになってまいります。となってまいり
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ますと第４期で使ったお金を第５期、第６期の保険料で返していくという

ことが、いかがなものかと思っております。次に上乗せ、横だしでござい

ますが、上乗せにおきましては、法で決まっておりまして介護保険のサー

ビスでございますので、１号保険者で御負担いただいておる状況でござい

ます。また住宅改修等の横だしにおきましては、介護保険から２０％、一

般財源から８０％ということで全て介護保険から支出しておるわけではご

ざいませんので、御理解を賜りたいと思います。 

問（１４） 財政を圧迫している要因としては、さまざまあるわけですけ

ども、その１つに国庫負担金ですね、法に定めてあるのは２５％の負担割

合というのがありますけども、そのうちの５％は調整交付金ということに

なっていると思いますけども、それがこの当初予算の中でもね、２．９９

と、割合的には、こういうふうになっているんで、このあたりはやはりし

かるべき対応を国に求めていく必要があると。法律を遵守するという立場、

貫くのであるならば、その取り組みというのも強力に進めていくべきじゃ

ないのかなというのが１つですね。それからもう１つは、これも資料いた

だいたですけども、特養ホームの待機者、よく問題にしてますけども、２

２年の２月１日現在で１０５人が見込まれておるわけですね。この人も善

良な市民の方でありましてね、保険料もきちっと納付しているということ

でありますので、そのサービスにきちっと反対給付として、施設の整備と

いうのはやっぱり求められていると思うんですね。このことについて、ど

ういうふうに解消に向けた取り組みというのをされていこうとしているの

か、聞いておきたいと思います。 

答（福祉部） 私のほうから調整交付金のお答えをさせていただきたいと

思います。確かにこの調整交付金が従来であれば５％いただけるわけです

が、現状当初予算でおきますと２．９９％、約３％ですね。この１％の影

響額が保険料でいくと、私どもの試算では約２００円ぐらいになってまい

ります。こういったことから私ども、昨年の９月までは全国市長会の介護

保険の分科会の監事市ということで、私のほうも出席をさせていただいて

おります。その中で調整交付金の５％のことにつきましては、継続して別
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枠化ということで重点要望として厚生労働省に要望していただきたいと、

こういった御意見も出させていただいておりますので、よろしくお願いし

ます。 

答（介護保険） 待機者の状況でございますが、２月現在で１０５人の方

が待機しておみえです。ですが、その中で老健等、他の入所サービスを使

ってみえる方が老健で３０人、医療入院が３人とかそういうふうになって

おりまして、在宅で待機をしてみえる方のうち、要介護３、４、５の方に

おきましては、２５人という人数になってきております。それで現行、緊

急性がある待機状態の方におきましては、かねがね申し上げておりますよ

うに安立荘等にお願いしてですね、状況をお話させていただきまして、で

きるだけ早い入所だとかまた老健のほうで対応させていただく部分でござ

いますが、また待機のこの３、４、５の２５人の待機の方々の対応におい

ては、大規模施設ではなくて、小規模施設をということで今後、介護保険

審議会等で検討をしていきたいと考えております。 

 

議案第２６号 平成２２年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

歳入歳出一括質疑 

問（１３） 後期高齢者医療ですが、これは差別医療ということもあって、

生活保護以下の年金がないような方たちでも保険料を払わなきゃならない

とか、健康診査も差別されるというような状況で、大変怒りの声が強まっ

てるわけですが、こういう保険を引き続きやっていくという点で、今、後

期高齢者の方たちがこの保険に入ってみえるのかお示しいただきたいと思

います。 

答（市民窓口） ２月末時点の数字で申し上げますと、３，７５３名とい

うことになっております。 

問（１３） 特別徴収と普通徴収でどれぐらいに分かれているのか、それ

もお示しください。 

答（市民窓口） 特別徴収と普通徴収の人数ということでございますが、

１月調定現在の数字で申し上げますと、特別徴収が２，５４１、普通徴収
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が１，２９６という数字になっております。 

問（１３） 特別徴収のほうがかなり多いわけですが、昨年全員じゃない

ですが、大方の方が特別徴収だったのが普通徴収に変わられたと思うんで

すが、どれぐらいの方が普通徴収に変わられたのか、そのあたりがわかっ

ていたらお示しいただきたいというのと、後期高齢者医療保険料ですね、

今年、２年経って、人数や医療費がふえたら上がるということがあって、

保険料が上がったと思うんですが、その上がった金額についてもお示しく

ださい。 

答（市民窓口） 普通徴収のうち、口座振替でやっておみえになる方が現

在８９５人というになっております。このうちの大方の方が特徴のほうか

ら口振のほうに変わられたというふうに考えております。それと保険料が

上がったというお話のことでございますが、まず１人あたりの平均保険料

で申し上げますと、平成２１年度１人あたりが７万３，９９８円。これ年

額でございますけども、これが平成２２年度では７万７，６５８円という

ことで、３，６６０円の増。４．９５％の引き上げということで、資料を

いただいております。 

問（１４） 今の話に関連しますけども、この４月からその３，６６０円、

率にして５％の増ということになりますけども、そもそもこの後期高齢者

医療制度については４月の改定においてですね、国のほうは値上げをしな

いための手立てをとるよというのは基本的なスタンスだったんですね。と

ころがふたを開けてみると、ここに来てですね、必要な手立てが講じられ

ていなかったということから、県のレベルでね、これは基金を取り崩して

いく、剰余金ですね、基金を取り崩して充てたと。それでもなお、５％値

上げをせざるをえないような事情があったということは大きな原因という

のは国にあると思うんですね。だから国に対してしかるべきアクションを

とったのかどうか、とるための手立てをですね、事務サイドから声を上げ

たのかどうか、どういうふうないきさつがあったのか、聞いておきたいと

いうふうに思います。それからもう１つは、普通徴収の関係でこれはいず

れにしても市の窓口に振り込むという形の人たちですよね。特徴というの



 26 

は年金から天引きをされてる人、かたや窓口に払い込まれる人というふう

に分かれておりますけども、この普通徴収にかかる人たちの徴収率、これ

が予算書を見ますと９９．３％という比率になってるわけですね。前年が

８５．４％という徴収率との関係では、かなり高率になっておりますけど

も、これはどういう、要は見込めるのかということなんですけども、その

あたりひとつ見解聞いておきたいと思います。 

答（市民窓口） 保険料の増加抑制策につきましては、今お話が出ました

とおり、余剰金あるいは財政安定化基金の活用ということで、愛知県にお

きましても２つを合わせまして、１０９億円を投入するという形の中で、

本来１２％ほどの引き上げになる試算であったものが、５％まで抑えられ

たということでございますので、よろしくお願いいたします。また国への

声上げということでございますが、これにつきましても全国の広域連合協

議会というものが全国組織でございます。その協議会の中で厚生労働副大

臣等をお招きして、要望等も行っておるということで、通知を受けており

ますので、よろしくお願いいたします。また収納率の問題でございますけ

ども、この会計の性格といたしまして、収納した保険料を全額連合のほう

へ納めなければいけないということがございます。そこで従前、平成２１

年度の当初予算におきましては、介護保険のほうの収納率を参考にさせて

いただいて、計上させていただいたんですけども、そうすると実際の収納

額よりも低い数字になってしまうということがございまして、そうなると

歳出のほうでしかるべき予算が組めないということになりますので、今年

度にありましては広域連合のほうが見込んでおります予定収納率、これが

９９．３％ということがございますので、その数字を使わせていただいた

ということでございます。 

問（１４） 今の収納率とのかかわりですけども、決算レベルなのかよく

わかりませんけども、直近の状況でいくとこの収納率というのはどういう

レベルにあるんですか。 

答（市民窓口） １月末現在の収納見込みでございますけども、前年と比

較いたしまして、１．３％ほどのマイナスというような状況でございます
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が、２月末で確かこの辺が改善をいたしまして、０．７％マイナスという

ことで収納見込みについては、そんな状況で推移いたしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

問（１４） そうすると９９．３というのは、これは非常に見込みとして

は無理のある見込みになるんじゃないですか。いかがですか、これは。 

答（市民窓口） これはあくまでも、先ほども申し上げましたように広域

連合の予定収納率、これを参照させていただいて、当然これに達するかど

うかというのは当該年度にならないとわからないわけですけども、低い収

納率で予算を見込みますと歳出のほうの予算が不足してくるということに

なりますので、一定の収納率の中で歳出予算、これ歳入歳出同額になって

くるというお話ですので、収納率を低く設定すれば、当然その分だけ連合

への納付金が少なくなってしまうと、こういう仕組みになりますので、あ

くまでも連合の予定収納率で立てさせていただいて、当然その中でもし２

２年度の収納状況の中で乖離が出てくるようであれば、その辺は調整をさ

せていただくということも当然ありうると考えております。 

 

議案第２７号 平成２２年度高浜市水道事業会計予算 

収入支出一括質疑 

問（１） 予算とは直接という話はないと思うんですけども、最近ですね、

水道管が破裂して、断水したというのがちょこちょこ新聞、テレビで出て

まいります。先日も２月の終わりになるんですけども、岡崎のほうで漏水

事故があってということで、当日は市民の方が選択だとかお風呂ですとか、

その辺控えていただいて、何とかしのいだということで、大きな事態には

ならなかったということが書いてあったんですけども、高浜でこのような

ことが起こった場合、どういう対応のされ方をするのかというのをちょっ

とお伺いしたくて、この場でお答えいただきたいと思います。 

答（上下水道） 岡崎市の事故については、新聞を見て知りましたが、高

浜市でこのような事故が発生したということを想定しますと、まず漏水事

故の発生箇所が配水場に水を供給する送水管で発生しております。高浜市
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の場合、配水場に供給する送水管でございますけれども、愛知県の企業庁

の送水管で漏水事故が発生したいうことになります。例えば、吉浜配水場

への送水管で漏水事故が発生し、供給停止となった場合を想定しますと、

吉浜配水場には水が入ってこないということから、配水池の水を有効利用

する必要があります。高浜市の配水形態は高浜配水場と吉浜配水場の２系

列ありますけれども、配水エリアを特に設けずに配水しております。その

ため吉浜配水場を停止した場合でも、高浜配水場からバックアップをして、

配水をしますので、配水池の水を有効利用できる間は特に市民生活に影響

が出ることはありません。ですが、長時間送水管が断水をして、配水池の

水がなくなるようなことになると、高い地域では水圧低下が発生すると想

定されます。あと市の対応しては、愛知県と連携をしまして、供給停止開

始時間ですとか修理時間の協議、把握、配水池の残容量の把握をし、正常

運転で運用ができるか、高浜配水場に負荷をさせての運転が必要なのかを

配水記録等により判断が必要となります。また長時間、供給停止になり、

配水池の水がなくなるようなことになる場合は、広報車などでピーアール

をすることになると思います。 

問（１） 水道というのはやっぱり生命線ですし、日本の場合、蛇口をひ

ねるときれいな飲み水出てくる。非常に大切なことで、これ当たり前だと

いう意識になってるもんですから、万一の不測の事態に備えて、やっぱり

体制はきちっととっていただきたいなと思います。 

問（１３） これ見ますと世帯数はふえてるのに、水の需要が減ってると

いういふうに見えるんですが、どういうふうにそこのあたりを考えてみえ

るのか、企業が使う水の量がかなり減ってるのか、そのあたりもちょっと

お示しください。 

答（上下水道） 今、委員の言われるとおりでございまして、世帯数はふ

えております。しかし水の供給量としては減っている。何が原因かといい

ますと、やはり企業の方の口径の大きいメーター器でたくさん使用する分、

そういった方が使用量が減っているということになります。２１年度補正

予算でも使用量等減額させていただいておりますけれども、夏場に８月３
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日が確か梅雨明けだったと思いますけれども、そういった天候不順によっ

て使用量が減っておるということもございますので、よろしくお願いしま

す。 

問（１３） それについてはわかりましたが、今は企業の水を使わない工

夫、使った水を回して使うようなこともかなり企業によってはやられてる

みたいですので、そういう点でいうと今、１万６，５００トンですか、契

約水量があると思うんですが、この数字はこのままいくのかどうかそこも

お願いします。徳山ダムなんかが県がやってるわけですが、徳山ダムはで

きたけども、導水路をつくるということが言われてまして、そうすると県

水で単価に跳ね返ってくるということもありますし、導水路そのものも必

要ないんじゃないかということが思われるんですが、それが今、導水路は

調査するとかいうことで止まっているようですが、ぜひこういうのはやめ

ていただくように声を出していただきたいと思いますが、まずその点でお

願いします。 

答（上下水道） まず契約水量、承認基本水量といいますけども、１万６，

５００トンで２１年度も２２年度もそのままで継続していきたいと思いま

す。といいますのは２０年度に１日最大給水量が１万６，３１１というこ

とで、過去最大の実績が出ております。これを踏まえまして、水道という

のは天候にも大変左右されますので、１万６，５００、これ以上ちょっと

ふやすことは考えておりませんけれども、しばらくはこの１万６，５００

を継続していくというふうに考えております。あとダムの関係で導水路の

ことになりますけれども、高浜市には委員も御承知のとおり浄水場があり

ません。県営水道から上水を１００％購入して、水源としております。そ

のために県営水道の安定した供給が必要となりますので、委員も体験され

ましたけれども、平成６年の渇水で牧尾ダムが渇水しております。その時

には給食で節水メニューだとかそんなのもありましたけれども、そういっ

たことにならないように安定供給を愛知県のほうにお願いしております。

徳山ダムは近年２０年間で２番目の渇水時においても水道水を安定供給で

きるように開発されたもので、すでに完成されておりますけども、あとは
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ダムから導水路、木曽川導水路ですけども、この工事に着手されて完成さ

れれば目的は達成されるということでございますけれども、委員の言われ

るように現在は環境調査をされることで新たな段階に入らないということ

で国が判断されているようでございます。愛知県のほうに聞きましたけれ

ども、導水路建設には依然前向きな姿勢を持ってみえて、企業庁として用

水供給事業者でございますので、その辺の責任はしっかり持たれているの

かなというふうに思っておりますし、高浜市といたしましても愛知県に安

全な水を安定して供給していただくようにお願いしておりますので、御理

解いただきたいと思います。 

問（１３） 徳山ダムをつくったときに、導水路の話はなかったんですが、

その後急に出てきて、今、国の働きかけもあって調査するようになったと

いうことなんですが、これは名古屋の河村さんも言ってますように、必要

ないんだということもありますので、ぜひそのように働きかけをしていた

だきたいということと、水道の通る水道管の関係で耐震診断というか地震

対策というかそういう面は大丈夫なようになってるのかどうか、その点で

もお願いします。 

答（上下水道） まずダムの関係でございますけれども、導水路の関係で

ございますけども、まずダムをつくられた目的としてはやはり水の安定供

給ですか、そういった目的もあるということで、導水路をつくらないとダ

ムでためておくだけで有効利用できないという面もございますので、私た

ちは常に安定供給を市民の皆様にしていく必要がありますので、愛知県の

ほうにそういった要望はさせていただきますけれども、ダムの建設を中止

にしてほしいだとかそういった要望はいたしておりません。あと耐震対策

の関係でございますけれども、今年度も重要給水施設の配水管の敷設替え

工事を行っておりますけれども、２２年度につきましても引き続き、こう

いった重要給水施設の配水管敷設替え工事を行っていきたいと思っており

ます。 

問（１４） １点確認をしておきたいと思いますけども、２６ページに記

載されております、県の受水量ですね、この受水量が３億５，６００万余
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にわたって、金額で払うという契約になっているわけですけども、この水

量そのものが当市が使っても使わなくても納めんといかんよという契約の

内容になってると思うんですね。いわゆる問題にしたいのは、使わなかっ

た場合の空料金、ここの料金まで契約だからといって必要があるのかとい

うその問題なんですけども、これ高浜だけじゃなくて県水それぞれ受水し

ておる自治体というのは県下にありますけども、県下の状況はこの責任受

水制にきちっと基づいて、一切空料金を払わないという自治体があるのか

ないのか、こういう実態としてはどういうふうに把握してますか。 

答（上下水道） 県水の料金体系の話になりますけども、承認基本水量と

の差ということになりますけども、県水のほうではある程度やはり承認基

本水量に基づいて、施設そういったものの計画を立てて、費用をかけてつ

くっていくということでございますので、それに私のほう承認基本水量、

少しでも近い状態で、水を使っていくというのが一番いい形になりますけ

ども、やはり天候等で左右されますし、また災害等が起こった場合、そう

いった面の水も必要となりますので、この辺を理解していただきたいと思

います。それから各市町のそういった空料金とは私のほうは言いませんけ

れども、承認基本水量と実際使ったその差についての差を少しでも縮めて、

なくしていただきたいという要望は実は県水１００％受水されているとこ

ろでは、そういった声は上がっておりません。逆に自己水源を持ってみえ

る方のところはそういった声が出ているようでございます。 

問（１４） 私が承知しているのは東浦町さんがその種の対応をされてい

ると。契約が３年ということを２年に短縮をして、より使用水量の実態に

近づいてると、さっき言った空料金の部分もですね、改善するための働き

かけをしながら、一定部分改善されてるという話を聞いておるわけで、こ

れは自己水源があるなしにかかわらず、やっぱり実態にきちっと基づいた

対応というのが、水道料金にも跳ね返ってくる、市民生活も大変苦しい中

で、こういったところにもきちっと目を向けて、無駄な支出というのは極

力なくすというのが、今ほど求められているときはありませんので、この

時期をとらえてですね、ぜひ県のほうにいわゆる空料金なるものの支出行
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為についてね、改善を求めるような働きかけ、これは一度やっていただき

たいと、するべきだと思いますけども、担当者に対応するの難しいので部

長かあるいは三役クラスで答弁求めたいと思います。 

答（都市政策部） 今の御意見はお伺いいたしまして、県の水道南部ブロ

ック協議会とか西三河の水道事業の連絡協議会もございますので、そうい

うところで一度話していきたいと思います。 

委員長 特別会計及び企業会計につきまして、質疑もれはございませんで

しょうか。 

 

《採 決》 

 

議案第１９号 平成２２年度高浜市一般会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

議案第２０号 平成２２年度高浜市国民健康保険事業特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

議案第２１号 平成２２年度高浜市土地取得費特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

議案第２２号 平成２２年度高浜市老人保健特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

議案第２３号 平成２２年度高浜市公共下水道事業特別会計予算 
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        挙手多数により原案可決 

 

議案第２４号 平成２２年度高浜市公共駐車場事業特別会計予算 

 

        挙手全員により原案可決 

 

議案第２５号 平成２２年度高浜市介護保険特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

議案第２６号 平成２２年度高浜市後期高齢者医療特別会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

議案第２７号 平成２２年度高浜市水道事業会計予算 

 

        挙手多数により原案可決 

 

 

審査結果の案文について正副委員長に一任 

 

 市長挨拶 

委員長挨拶 

 

                     閉会 午前１１時４５分 

 

           予算特別委員会委員長 

 

           予算特別委員会副委員長 


